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３．教育

（１）障害のある児童生徒等の教育の
状況

特別支援学校及び小学校、中学校の特別支援
学級等の在籍者数
障害のある幼児児童生徒については、自立
し社会参加する資質を培うため、一人一人の
障害の種類、状態等に応じ、

① 特別支援学校（幼稚部・小学部・中学
部・高等部）
② 小学校・中学校における特別支援学級
③ 小学校・中学校における通級による指導
において、きめ細かな教育が行われている。
こうした教育を受けている幼児児童生徒は
約３４万６千人であり、このうち、義務教育段
階は約２８万５千人（全学齢児童生徒数の約
２．７％）となっている。

区分
在学者数（人）

幼稚部 小学部 中学部 高等部

視覚障害 ２４６ １，７９４ １，０４２ ２，８００

聴覚障害 １，１８９ ３，１７７ １，９３７ ２，３５７

知的障害 ２２２ ３２，４７５ ２４，８５７ ５３，９１４

肢体不自由 １７７ １３，６３９ ８，０７６ ９，７２０

病弱・身体虚弱 ３０ ７，５０８ ５，３７９ ６，６７２

計 １，５４３ ３６，６５９ ２８，２２５ ５９，６９６

■図表１―２４ 特別支援教育を受けている幼児児童生徒数

① 特別支援学校
約１２．６万人 単位：人 （平成２３年５月１日現在）

※複数の障害を併せ有する幼児児童生徒については、それぞれの障害種別に含まれている。よって、それぞれの障害
種別の合計は「計」と一致しない。
資料：文部科学省「学校基本調査」（平成２３年度）
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区 分 小学校 中学校

知的障害 ５５，３５２ ２８，４１９

肢体不自由 ３，２２１ １，０７９

病弱・身体虚弱 １，６０８ ６６２

弱視 ２９２ ９３

難聴 ９１３ ３６９

言語障害 １，３７３ １１８

自閉症・情緒障害 ４４，８３８ １６，９１８

計 １０７，５９７ ４７，６５８

区 分 小学校 中学校

言語障害 ３１，３１４ ２９３

自閉症 ９，００７ １，３３５

情緒障害 ５，２１８ １，１１４

弱視 １１１ １９

難聴 １，７１０ ３４１

学習障害 ６，４５５ １，３５８

注意欠陥多動性障害 ６，３１２ ７１４

肢体不自由 ６ ３

病弱・身体虚弱 ３１ １９

総計 ６０，１６４ ５，１９６

② 小・中学校における特別支援学級の児童生徒数
約１５．５万人 単位：人 （平成２３年５月１日現在）

資料：文部科学省「学校基本調査」（平成２３年度）

③ 小・中学校における通級による指導
約６．５万人 単位：人 （平成２３年５月１日現在）

資料：文部科学省「通級による指導実施状況調査」（平成２３年度）
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（２）学習障害等により学習や行動面
で特別な教育的支援を必要とし
ている児童生徒数

平成１４年に文部科学省が実施した「通常の
学級に在籍する特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒に関する全国実態調査」の結果に
おいては、小・中学校の通常の学級に在籍す
る学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害

（ADHD）、高機能自閉症等により学習や行
動の面で特別な教育的支援を必要とする児童
生徒数について、その可能性のある児童生徒
が約６％程度の割合で在籍していることが示
された。
なお、本調査は担任教師による回答に基づ
くものであって、医師等の診断を経たもので
ないことから、直ちにこれらの障害の割合を
示すものではない点に留意する必要がある。

■図表１―２５ 特別支援教育の対象の概念図
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（３）卒業後の進路

ア 特別支援学校高等部卒業後の進路
特別支援学校高等部（本科）の卒業生（平
成２３年３月末）の主要な進路については、主
たる障害種別にみると、視覚障害では社会福
祉 施 設 等 入 所・通 所（４８．６％）、進 学

（２３．１％）、聴覚障害では進学（３９．３％）、就
職（３４．５％）、知的障害では社会福祉施設等
入所・通所（６４．８％）、就職（２７．４％）、肢体
不自由では社会福祉施設等入所・通所
（７７．４％）、病弱・身体虚弱では社会福祉施
設等入所・通所（５９．８％）となっている。

区分
卒業者 進学者 教育訓練機関等入学者 就職者 社会福祉施設等入所・

通所者 その他

Ａ 大学等 専攻科等 計B B／A（％）専修学校 各種学校 職業能力
開発校 計C C／A（％） D D／A（％） E E／A（％） F F／A（％）

単位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

視覚障害 ４９０ ４２ ７１ １１３ ２３．１％ ３ － １０ １３ ２．７％ ８０ １６．３％ ２３８ ４８．６％ ４６ ９．４％

聴覚障害 ５３４ ８８ １２２ ２１０ ３９．３％ １４ ３ ２９ ４６ ８．６％ １８４ ３４．５％ ７９ １４．８％ １５ ２．８％

知的障害 １２，５６２ ３ ７４ ７７ ０．６％ １５ ８ ２３４ ２５７ ２．０％ ３，４４０ ２７．４％ ８，１４５ ６４．８％ ６４３ ５．１％

肢体
不自由 ２，７７８ ３９ ８ ４７ １．７％ ７ ３ ７８ ８８ ３．２％ ３３２ １２．０％ ２，１５０ ７７．４％ １６１ ５．８％

病弱・
身体虚弱 ４９０ ３３ － ３３ ６．７％ ２８ ２ １３ ４３ ８．８％ ６０ １２．２％ ２９３ ５９．８％ ６１ １２．４％

計 １６，８５４ ２０５ ２７５ ４８０ ２．８％ ６７ １６ ３６４ ４４７ ２．７％ ４，０９６ ２４．３％ １０，９０５ ６４．７％ ９２６ ５．５％

■図表１―２６ 特別支援学校高等部（本科）卒業者の状況─国・公・私立計─（平成２３年３月
卒業者）

※①大学等・・・・・・・・大学学部・短期大学本科及び大学・短期大学の通信教育部・別科
②専攻科・・・・・・・・特別支援学校高等部専攻科、高等学校専攻科
③職業能力開発・・・・・職業能力開発校、障害者職業能力開発校等
④社会福祉施設等入所・通所者・・・・児童福祉施設、障害支援施設等、更正施設、授産施設、医療機関
⑤就職しながら進学した者、入学した者は、進学者及び教育訓練機関等入学者のいずれかに計上している。
⑥四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも１００％にならない。
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イ 大学等の受験
国公私立の４年制大学や短期大学の平成２３
年度の入学試験において、障害に対する配慮
を受けた受験者数は、視覚障害者１６０名、聴
覚障害者５９３名、肢体不自由者３７１名、発達障
害者９７名、その他（言語障害者、病弱者等）
５３０名となっている。受験に際して行われた

配慮としては、視覚障害では弱視者用の拡大
版の文字問題や解答用紙の準備、点字受験等
に伴う別室受験や試験時間の延長など、聴覚
障害では指示事項の文書による伝達、補聴器
の使用など、肢体不自由やその他では車いす
の使用、別室受験、乗用車での入構などで
あった。

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 発達障害 その他 合計

大学 １５６ ５７９ ３５９ ９５ ５２３ １，７１２

短大 ４ １４ １２ ２ ７ ３９

計 １６０ ５９３ ３７１ ９７ ５３０ １，７５１

■図表１―２７ 入学試験における配慮状況（受験者数）
単位：人

※数値は延べ数である。
資料：文部科学省大学入試室調べ（平成２３年度）


